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平成２９年第４回安堵町議会定例会会議録 

（１日目） 

 

日時 平成２９年１２月４日（月）午前１０時 

場所 安堵町役場 議場 

 

１ 応招議員 ９名 

  １番 増井 敬史  ２番 淺野  勉 

  ３番 大星 成司  ４番 森田  瞳 

  ５番 島田 正芳  ６番 中本 幸一 

  ７番 （欠員）   ８番 岡田 裕明 

  ９番 田中 幹男 １０番 福井 保夫 

 

２ 出席議員 ９名 

 

３ 欠席議員 なし 

 

４ 地方自治法第１２１条の規定により、説明のため出席した者の職氏名 

町 長 西本 安博 副 町 長 北田 秀章 

教 育 長 楮山 素伸   

総 務 部 門 理 事 近藤 善敬 民 生 部 門 理 事 堀口 善友 

事 業 部 門 理 事 中野 彰宏   

総 合 政 策 課 長 富井 文枝 総 務 課 長 吉村 良昭 

税 務 課 長 吉田 彰宏 住 民 課 長 辻井 弘至 

健 康 福 祉 課 長 岡田眞地子 人権同和対策課長 長岡  康 

産 業 建 設 課 長 堀川 雅央 上 下 水 道 課 長 石橋 史生 

教 育 次 長 吉田 一弘 
会 計 管 理 者

職 務 代 理 
西田 淳二 

 

５ 職務のため出席した者の職氏名 

議会事務局長  富士 青美 
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６ 会議事件は次のとおりである。 

 日 程 

 第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 会期の決定 

 第３ 報告第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度安堵町一般会計補正

予算（補正第４号）について） 

 第４ 報告第２号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度安堵町一般会計補正

予算（補正第５号）について） 

 第５ 報告第３号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度安堵町一般会計補正

予算（補正第６号）について） 

 第６ 議案第１号 安堵町犯罪被害者等支援条例の制定について 

 第７ 議案第２号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

 第８ 議案第３号 平成２９年度安堵町一般会計補正予算（補正第７号）について 

 第９ 議案第４号 平成２９年度安堵町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（補正第

２号）について 

 追加 日程 

 第１ 諸般の報告 
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開 会 

午前１０時００分 

 

 

 

議長（森田 瞳） おはようございます。ただいまから、平成２９年第４回安堵町議会定例会を開会

いたします。 

  これより、本日の会議を開きます。 

  西本町長より、招集の挨拶をお受けいたします。 

 

町長（西本安博） はい、議長。 

 

議長（森田 瞳） はい、西本町長。 

 

町長（西本安博） はい。 

 

（西本町長 登壇） 

 

町長（西本安博） 皆さん、おはようございます。 

  今年の秋は、例年にない天候不順に見舞われ、米の収穫や野菜の生育にも大きな影響があ

ったところでございます。また、去る１２月１日には、皇室会議が開かれ天皇陛下の退任問

題の方向性が決まったところでもございます。そんな折ではございますが、平成２９年第４

回定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様におかれましては、公私とも御多忙のとこ

ろ御出席を賜り、本当にありがとうございます。 

  さて、本年は全国で始めて同時に開催されました「第３２回 国民文化祭・なら２０１７」

と「第１７回 全国障害者芸術・文化祭なら大会」において、安堵町が実施いたしました一

連の事業は、町が輩出した偉人の方々の知の系譜を県内外に発信することになり、町の存在

を高めることができました。これも、ひとえに議員各位や関係団体からいろいろな御提案、

御協力をいただいたことによるものであると感謝をいたしております。 

  今年の台風は、週末に到来することが多く、台風１８号により「敬老のつどい」が、台風

２２号により「あんど芋煮会」が中止となってしまいました。また、１０月２２日に接近し

た超大型台風２１号は、大和川流域に２１日から２３日明け方にかけ大雨をもたらし、町内
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においても多数の浸水被害が発生したところでもございます。遊水地事業を核とする治水対

策の重要性について改めて実感したところでもございます。 

  そして、来年は明治維新から１５０年を迎える節目の記念すべき年であります。安堵町は

明治維新のさきがけとして活躍した人々、その後、日本の近代化に大きく貢献した人々の功

績を発信することで、更に町の存在を高めていく所存でございます。 

  それでは、本日提案させていただきます案件でございます。 

  平成２９年度補正予算の専決処分の報告案件が３件、条例制定及び一部改正、平成２９年

度補正予算などの議案が４件、それの合計７件でございます。 

  議員の皆様に御審議いただく前に、順を追って案件の概略を申し述べます。 

  まず、報告第１号は、９月２８日に衆議院が解散したことに伴い、１０月２２日に衆議院

議員総選挙を執行することとなったため、専決処分いたしました、平成２９年度安堵町一般

会計補正予算（補正第４号）の承認を求めるものでございます。 

  次に、報告第２号は、安堵中学校及び安堵中央公園体育館において、早急に修繕を行う必

要が生じたため、専決処分をいたしました、平成２９年度安堵町一般会計補正予算（補正第

５号）の承認を求めるものでございます。 

  次に、報告第３号は、台風２１号による災害復旧について、早急に予算措置の必要があっ

たため専決処分いたしました、平成２９年度安堵町一般会計補正予算（補正第６号）の承認

を求めるものでございます。 

  次に、議案第１号は、西和警察署管内７町が足並みを揃えて、犯罪被害者等が受けた被害

の軽減、及び回復を図るための支援条例を制定することを目的とした「安堵町犯罪被害者等

支援条例の制定について」でございます。 

  次に、議案第２号は、雇用保険法の一部を改正する法律により、地方公務員の育児休業等

に関する法律の一部改正に対応するための「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例について」でございます。 

  次に、議案第３号「平成２９年度安堵町一般会計補正予算（補正第７号）について」は、

明治１５０年の関連事業のアニメーション制作準備費、歴史文化観光ゾーン拠点整備を推進

するための測量設計等委託料。台風２１号による災害廃棄物と堆積物処理費並びに社会保障

税番号制度及び、障害者総合支援法改正に対応するための電算システム改修費の増額補正と、

安堵中学校給食調理委託事業の債務負担行為の追加でございます。 

  次に、議案第４号「平成２９年度安堵町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（補

正第２号）について」でございますが、介護保険制度の改正による電算システムの改修と、

平成２８年度決算で生じた余剰金を基金として積み立てるための増額補正でございます。 
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  以上、簡単に説明をさせていただきましたが、詳細につきましては、その都度、担当課長

より説明をさせますので、御審議、御承認、御可決を賜りますようお願い申し上げ、開会に

当たりましての挨拶とさせていただきます。以上でございます。 

 

（西本町長 降壇） 

 

議長（森田 瞳） 挨拶が終わりました。 

  日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

  本定例会の会議録署名議員は、安堵町議会会議規則第１２０条の規定により、１０番 福

井保夫議員、１番 増井敬史議員を指名いたします。両議員には会期中、よろしくお願いい

たします。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（森田 瞳） 日程第２「会期の決定」を議題とします。 

  お諮りします。 

  本定例会の会期は、本日から１５日までの１２日間にしたいと思います。これに御異議ご

ざいませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 異議なしと認めます。 

  よって、本定例会の会期は、本日から１５日までの１２日間に決定いたしました。 

  ここで、閉会中に議員から辞職願が提出されたことについて、議長から御報告したいと思

います。 

  お諮りします。 

  「諸般の報告」を日程に追加し、追加日程第１として、日程の順序を変更し、直ちに議題

とすることに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 異議なしと認めます。 
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  したがって、「諸般の報告」を日程に追加し、追加日程第１とし、日程の順序を変更し、

直ちに議題することに決定いたしました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（森田 瞳） 追加日程第１「諸般の報告」を行います。 

  議員の閉会中の辞職許可について報告します。 

  植田英和議員から平成２９年１１月２７日付で、一身上の都合により議員を辞職したいと

いう願いが議長宛に提出されました。これを、同月２８日付けで許可したことを御報告いた

します。 

  また、続きまして、国民健康保険制度が県単位化に改正されることについて、担当課から

会期中の文教厚生常任委員会で説明いたしたいと、その旨、委員長宛に提出されております。

田中委員長、よろしくお願いいたします。 

 

９番（田中幹男） はい。 

 

議長（森田 瞳） これで、「諸般の報告」を終わります。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（森田 瞳） 続きまして、日程第３ 報告第１号「専決処分の承認を求めることについて（平

成２９年度安堵町一般会計補正予算（補正第４号）について）」を議題とします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。 

 

総合政策課長（富井文枝） はい、議長。 

 

議長（森田 瞳） はい。富井総合政策課長。 

 

総合政策課長（富井文枝） はい。 

 

（富井総合政策課長 登壇） 
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総合政策課長（富井文枝） おはようございます。総合政策課、富井でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

  それでは、報告第１号「専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度安堵町一般

会計補正予算（補正第４号）について）」、御説明させていただきます。 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第３項の規定により、これを報告し、

議会の承認を求めるものでございます。 

  本補正につきましては、歳入歳出、それぞれ６６６万５千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出、それぞれ３３億５千４３１万１千円といたします。 

  補正理由につきましては、衆議院解散に伴い、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国

民審査が１０月２２日に執行されることになり、係る経費の増額補正でございます。 

  なお、専決事由といたしましては、同選挙の執行に当たり、事務を適性且つ円滑に遂行す

るため、早急に予算措置の必要があり、当初予算化されておりませんでしたので、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、専決処分をいたしました。 

  なお、専決日は、衆議院が解散された平成２９年９月２８日とさせていただきました。 

  それでは、補正予算書最後のページでございます、７ページを御覧ください。 

  歳出についてでございます。 

  款２総務費、項４選挙費、目２衆議院議員選挙費におきまして、選挙事務人件費といたし

まして、それぞれ、報酬費１０５万５千円、職員手当等３００万８千円、賃金２０万７千円

の増額補正でございます。ポスター掲示設置及び投票用読取機器設定経費といたしまして、

委託料９７万５千円、その他諸経費として、需用費６５万３千円、役務費６６万３千円、使

用料及び賃借料１０万４千円の増額補正でございます。 

  この財源といたしまして、予算書６ページにお戻りください。 

  款１４県支出金、項３委託金、目１総務費委託金におきまして、衆議院議員選挙執行委託

金として、６６２万５千円。 

  款１７繰越金、項１繰越金、目１繰越金におきまして、４万円を増額し充当いたします。

それでは、議案書を朗読いたします。 

 

 

  報告第１号 

 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度安堵町一般会計 

 補正予算（補正第４号）について） 
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  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、平成２９

年度安堵町一般会計補正予算（補正第４号）を別紙のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により、これを報告し議会の承認を求める。 

 

  平成２９年１２月４日報告 

安堵町長 西本 安博 

 

 

総合政策課長（富井文枝） 次に、専決処分書を朗読いたします。次のページをお願いいたします。 

 

 

専決処分書 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、平成２９

年度安堵町一般会計補正予算（補正第４号）を別紙のとおり専決処分する。 

 

  平成２９年９月２８日専決 

安堵町長 西本 安博 

 

 

総合政策課長（富井文枝） 次に、補正予算書１ページを御覧ください。 

 

 

平成２９年度安堵町一般会計補正予算（補正第４号） 

 

  平成２９年度安堵町一般会計補正予算（補正第４号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６，６６５千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ３，３５４，３１１千円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第一表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  平成２９年９月２８日専決 

生駒郡安堵町長 西本 安博 
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総合政策課長（富井文枝） 次のページ、２ページをお願いいたします。 

  第一表 歳入歳出予算補正。 

  歳入の部 款１４県支出金、項３委託金、補正前の額１１，６６２千円、補正額６，６２

５千円、計１８，２８７千円。 

  款１７繰越金、項１繰越金、補正前の額１７４，０９１千円、補正額４０千円、計１７４，

１３１千円。 

  歳入合計 補正前の額３，３４７，６４６千円、補正額６，６６５千円、計３，３５４，

３１１千円。 

  続きまして、３ページをお願いいたします。 

  歳出の部 款２総務費、項４選挙費、補正前の額２８７千円、補正額６，６６５千円、計

６，９５２千円。 

  歳出合計 補正前の額３，３４７，６４６千円、補正額６，６６５千円、計３，３５４，

３１１千円。 

  次のページ以降の事項別明細書につきましては、先ほどの説明と重複をいたしますので割

愛させていただきます。御審議、御承認のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（富井総合政策課長 降壇） 

 

議長（森田 瞳） これより、質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 質疑なしと認めます。 

  討論を省略し、採決します。 

  これより、報告第１号を採決します。 

  本案を原案のとおり、承認することに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 異議なしと認めます。 

  よって、報告第１号は、原案のとおり承認されました。 
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 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（森田 瞳） 日程第４ 報告第２号「専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度安

堵町一般会計補正予算（補正第５号）について）」を議題とします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。 

 

総合政策課長（富井文枝） はい、議長。 

 

議長（森田 瞳） はい。富井総合政策課長。 

 

総合政策課長（富井文枝） はい。 

 

（富井総合政策課長 登壇） 

 

総合政策課長（富井文枝） 総合政策課、富井でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

  それでは、報告第２号「専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度安堵町一般

会計補正予算（補正第５号）について）」、御説明させていただきます。 

  本専決につきましては、歳入歳出、それぞれ１８０万円を追加し、歳入歳出、予算総額を

歳入歳出、それぞれ３３億５千６１１万１千円といたします。 

  補正理由につきましては、中学校内のガス配管におきまして、老朽化に伴う不測等により、

ガス漏れが生じ、危険なことから早急に修繕を要するため。また、中央公園体育館のトレー

ニングルームのランニングマシーンが故障になり、早急に修理が必要になったため、係る経

費の増額補正でございます。 

  なお、専決日は、状況を把握いたしました平成２９年１０月５日とさせていただきました。 

  それでは、詳細につきまして、補正予算書７ページ、最終ページをご覧ください。 

  歳出についてでございます。 

  款９教育費、項３中学校費、目１学校管理費におきまして、工事請負費として１７０万円。 

  同款、項６保健体育費、目２体育施設管理費におきまして、１０万円の増額補正でござい

ます。 

  この財源といたしまして、補正予算書６ページをご覧ください。 

  款１７繰越金、項１繰越金、目１繰越金におきまして、１８０万円の増額をおこない、充

当いたします。 

  それでは、議案書を朗読いたします。 
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  報告第２号 

 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度安堵町一般会計 

 補正予算（補正第５号）について） 

 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、平成２９

年度安堵町一般会計補正予算（補正第５号）を別紙のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により、これを報告し議会の承認を求める。 

 

  平成２９年１２月４日報告 

安堵町長 西本 安博 

 

 

総合政策課長（富井文枝） 次に、専決処分書を朗読します。次のページをお願いいたします。 

 

 

専決処分書 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、平成２９

年度安堵町一般会計補正予算（補正第５号）を別紙のとおり専決処分する。 

 

  平成２９年１０月５日専決 

安堵町長 西本 安博 

 

 

総合政策課長（富井文枝） 続きまして、補正予算書１ページをお願いいたします。 

 

 

平成２９年度安堵町一般会計補正予算（補正第５号） 

 

  平成２９年度安堵町一般会計補正予算（補正第５号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１，８００千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ３，３５６，１１１千円とする。 
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 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第一表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  平成２９年１０月５日専決 

生駒郡安堵町長 西本 安博 

 

 

総合政策課長（富井文枝） 補正予算書２ページをお願いいたします。 

  第一表 歳入歳出予算補正。 

  歳入の部 款１７繰越金、項１繰越金、補正前の額１７４，１３１千円、補正額１，８

００千円、計１７５，９３１千円。 

  歳入合計 補正前の額３，３５４，３１１千円、補正額１，８００千円、計３，３５

６，１１１千円。 

  続きまして、３ページお願いいたします。 

  歳出の部 款９教育費、項３中学校費、補正前の額３６，２８６千円、補正額１，７００

千円、計３７，９８６千円。 

  同款、項６保健体育費、補正前の額２７，２８４千円、補正額１００千円、計２７，３８

４千円。 

  歳出合計 補正前の額３，３５４，３１１千円、補正額１，８００千円、計３，３５

６，１１１千円。 

  次のページ以降の事項別明細書につきましては、先ほどの説明と重複をいたしますので、

割愛させていただきます。 

  御審議、御承認のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（富井総合政策課長 降壇） 

 

 

議長（森田 瞳） それでは、報告第２号について、これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 質疑なしと認めます。 
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  討論を省略し採決いたします。 

  これより、報告第２号を採決します。 

  本案を原案のとおり、承認することに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 異議なしと認めます。 

  よって、報告第２号は、原案のとおり承認されました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（森田 瞳） 日程第５ 報告第３号「専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度安

堵町一般会計補正予算（補正第６号）について）」を議題とします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。 

 

総合政策課長（富井文枝） はい、議長。 

 

議長（森田 瞳） はい。富井総合政策課長。 

 

（富井総合政策課長 登壇） 

 

総合政策課長（富井文枝） はい。 

  それでは、報告第３号「専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度安堵町一般

会計補正予算（補正第６号）について）」、御説明させていただきます。 

  本補正につきましては、歳入歳出、それぞれ４１３万３千円を追加し、歳入歳出、予算の

総額を歳入歳出、それぞれ３３億６千２４万４千円といたします。 

  補正理由につきましては、平成２９年１０月２２日の台風２１号により生じた水害等によ

る災害廃棄物処理、及び暴風雨による改良住宅の雨漏り修繕工事で、いずれも早急に予算措

置し対応する必要があるため、係る経費の増額補正でございます。 

  なお、専決日はともに平成２９年１０月２３日、台風発生の翌日とさせていただきました。 

  それでは、詳細を補正予算書最後のページ、７ページを御覧ください。 

  歳出についてでございます。 

  款４衛生費、項２清掃費、目１塵芥処理費におきまして、委託料として１８３万６千円。 
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  款７土木費、項４住宅費、目１住宅管理費におきまして、工事請負費として２２９万７千

円の増額補正でございます。 

  この財源といたしまして、補正予算書６ページをご覧ください。 

  款１７繰越金、項１繰越金、目１繰越金、４１３万３千円を増額し、充当いたします。 

  それでは、議案書を朗読いたします。 

 

 

  報告第３号 

 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度安堵町一般会計 

 補正予算（補正第６号）について） 

 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、平成２９

年度安堵町一般会計補正予算（補正第６号）を別紙のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により、これを報告し議会の承認を求める。 

 

  平成２９年１２月４日報告 

安堵町長 西本 安博 

 

 

総合政策課長（富井文枝） 次のページ、専決処分書を朗読いたします。 

 

 

専決処分書 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、平成２９

年度安堵町一般会計補正予算（補正第６号）を別紙のとおり専決処分する。 

 

  平成２９年１０月２３日専決 

安堵町長 西本 安博 

 

 

総合政策課長（富井文枝） 続きまして、補正予算書１ページをお願いいたします。 
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平成２９年度安堵町一般会計補正予算（補正第６号） 

 

  平成２９年度安堵町一般会計補正予算（補正第６号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４，１３３千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ３，３６０，２４４千円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第一表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  平成２９年１０月２３日専決 

生駒郡安堵町長 西本 安博 

 

 

総合政策課長（富井文枝） 次のページ、２ページをお願いいたします。 

  第一表 歳入歳出予算補正。 

  歳入の部 款１７繰越金、項１繰越金、補正前の額１７５，９３１千円、補正額４，１

３３千円、計１８０，０６４千円。 

  歳入合計 補正前の額３，３５６，１１１千円、補正額４，１３３千円、計３，３６

０，２４４千円。 

  続きまして、３ページをお願いいたします。 

  歳出の部 款４衛生費、項２清掃費、補正前の額２６５，４０５千円、補正額１，８３６

千円、計２６７，２４１千円。 

  款７土木費、項４住宅費、補正前の額３７，６７３千円、補正額２，２９７千円、計３９，

９７０千円。 

  歳出合計 補正前の額３，３５６，１１１千円、補正額４，１３３千円、計３，３６

０，２４４千円。 

  次のページ以降の事項別明細書につきましては、先ほどの説明と重複をいたしますので、

割愛させていただきます。 

  御審議、御承認のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（富井総合政策課長 降壇） 

 

議長（森田 瞳） これより、質疑を行います。 
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  質疑、ございませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 質疑なしと認めます。 

  討論を省略し、採決いたします。 

  これより、報告第３号を採決します。 

  本案を原案のとおり、承認することに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 異議なしと認めます。 

  よって、報告第３号は、原案のとおり承認されました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（森田 瞳） 日程第６ 議案第１号「安堵町犯罪被害者等支援条例の制定について」を議題と

します。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。 

 

総務課長（吉村良昭） はい、議長。 

 

議長（森田 瞳） はい。吉村総務課長。 

 

（吉村総務課長 登壇） 

 

総務課長（吉村良昭） おはようございます。 

  総務課、吉村でございます。よろしくお願いいたします。 

  それでは、議案第１号「安堵町犯罪被害者等支援条例の制定について」を御説明申し上げ

ます。 

  本件につきましては、犯罪被害者等に対する法律、犯罪被害者等基本法が平成１６年に制

定されました。これを受けまして、奈良県と大和郡山市は平成２８年４月１日に、また天理

警察署管内５市町村では、今年の４月１日に犯罪被害者等支援条例が施行されました。 
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  これらの状況を踏まえまして、西和警察署管内７町におきましても、「犯罪被害者等支援

条例」を制定すべく協議を重ね、誰もが安全に安心して暮らせる地域社会を実現するために

は、犯罪被害者等に対する適切な対応と支援が必要という７町の合意がなされました。 

  犯罪被害者等基本法に基づきまして、町が国や県及び関係機関との適切な役割を踏まえま

して、地域の実状に応じた支援を推進することで、犯罪被害者等が受けた被害の軽減、及び

早期回復を図ることを目的とした犯罪被害者等の支援を実施するため、必要な事項を定める

ものでございます。 

  なお、この条例施行日は、西和警察署管内７町と足並みを揃えまして、平成３０年４月１

日の施行とするものでございます。 

  それでは、議案書を朗読いたします。 

 

 

  議案第１号 

安堵町犯罪被害者等支援条例の制定について 

 

  安堵町犯罪被害者等支援条例を別紙のとおり提出する。 

 

  平成２９年１２月４日提出 

安堵町長 西本 安博 

 

 

総務課長（吉村良昭） 次ページ以降の方につきましては、先ほどの説明と重複いたしますので、割

愛させていただきます。 

  御審議、御可決のほど、よろしくお願いいたします。 

 

（吉村総務課長 降壇） 

 

議長（森田 瞳） ただいま、議題となっています議案第１号につきましては、条例の新規制定であ

り、詳細に説明を受けて審査する必要があると考えられるため、総務産業建設常任委員会に

付託することとしたいと思います。 

  これに、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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議長（森田 瞳） 異議なしと認めます。 

  よって、本件については、総務産業建設常任委員会に付託することとし、さように決定い

たしました。増井委員長、よろしくお願いいたします。 

  事務局から付託表を配付いたします。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（森田 瞳） 続きまして、日程第７ 議案第２号「職員の育児休業等に関する条例の一部を改

正する条例について」を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

 

総務課長（吉村良昭） はい、議長。 

 

議長（森田 瞳） はい。吉村総務課長。 

 

（吉村総務課長 登壇） 

 

総務課長（吉村良昭） 総務課、吉村でございます。よろしくお願いいたします。 

  それでは、議案第２号「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について」

を御説明申し上げます。 

  本改正につきましては、雇用保険法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第１４号）

による地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正が、平成２９年１０月１日に施行さ

れたことから、国に準じて、当該条例について所要の改正を行うものでございます。 

  改正内容といたしましては、職員の欠員が生じた場合、地方公務員法第１７条の規定によ

ります、競争試験により任用されました非常勤職員につきまして、育児休業の対象となる子

が保育園に入所できない等の場合に、再度申請することによりまして、育児休業期間を現行

の「１歳６か月まで」を「２歳まで」に延長されたことによります条文の追加と、引用して

おります条文の調整でございます。 

  なお、この条例の施行日は公布日から施行し、平成２９年１０月１日からの適用となりま

す。 

  それでは、議案書を朗読いたします。 
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  議案第２号 

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

  職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 

 

  平成２９年１２月４日提出 

安堵町長 西本 安博 

 

 

総務課長（吉村良昭） 次ページ以降の方につきましては、先ほどの説明と重複いたしますので、割

愛させていただきます。 

  御審議、御可決のほど、よろしくお願いいたします。 

 

（吉村総務課長 降壇） 

 

議長（森田 瞳） これより、質疑を行います。 

  質疑、ございませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 質疑なしと認めます。 

  これより、討論を行います。 

  討論、ありませんか。 

 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 討論なしと認めます。 

  これより、議案第２号を採決します。 

  この採決は、起立によって行います。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 
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議長（森田 瞳） 起立、全員です。お座りください。 

  よって、議案第２号は、原案のとおり可決されました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（森田 瞳） 日程第８ 議案第３号「平成２９年度安堵町一般会計補正予算（補正第７号）に

ついて」を議題といたします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

 

総合政策課長（富井文枝） はい、議長。 

 

議長（森田 瞳） はい。富井総合政策課長。 

 

総合政策課長（富井文枝） はい。 

 

（富井総合政策課長 登壇） 

 

総合政策課長（富井文枝） 総合政策課、富井でございます。 

  どうぞ、よろしくお願いいたします。 

  それでは、議案第３号「平成２９年度安堵町一般会計補正予算（補正第７号）について」、

御説明させていただきます。 

  本補正につきましては、歳入歳出、それぞれ２千８４０万６千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出、それぞれ３３億８千８６５万円といたします。 

  補正理由につきましては、一つ目といたしまして、総務費におきまして、明治１５０年事

業子ども向け「安堵偉人伝」アニメーションの制作準備に係る費用、社会保障・税番号制度

システムの改修、及び住民基本台帳システム改修に係る必要経費の増額補正でございます。 

  二つ目といたしましては、民生費におきまして、障害者総合支援法改正に伴う電算システ

ムの改修経費、及び介護保険制度改正に伴う電算システム改修のための、介護保険特別会計

への繰出金の増額補正でございます。 

  三つ目といたしましては、衛生費、土木費におきまして、平成２９年１０月２２日の台風

２１号により発生をいたしました、町内の災害廃棄物、処理困難物、堆積物除去等の処理経

費、及び消防費におきまして、毛布等災害備蓄品のリパック加工等の、経費の増額補正でご

ざいます。 



21 

 

  四つ目といたしましては、土木費におきまして、歴史文化・観光ゾーンの拠点整備を推進

するための、測量設計等に係る経費の増額補正でございます。 

  五つ目といたしまして、安堵中学校給食調理委託等が３年の契約最終年度であり、次年度

からの契約までの準備行為に一定時間を要するため、平成３０年度における委託業務経費の

債務負担行為でございます。 

  それでは、補正予算書１０ページを御覧ください。 

  最後のページをお開きください。よろしくお願いいたします。 

  款２総務費、項１総務管理費、目６電子計算費におきまして、電算システム修正委託料と

して１９４万４千円の増額補正。この財源といたしまして、３分の２国庫補助、残りを繰越

金で充てさせていただきます。 

  同款、同項、目１７明治１５０年事業費におきまして、アニメーション制作準備のための

費用として、合わせて１００万円の増額補正でございます。この財源といたしまして、繰越

金を充てさせていただきます。 

  続きまして、同款、項３戸籍・住民基本台帳費、目１戸籍・住民基本台帳費におきまして、

電算システム修正委託料として１６６万円の増額補正でございます。この財源といたしまし

ては、１００％の国庫補助でございます。 

  次に、款３民生費、項１社会福祉費、目８介護保険事業費におきまして、繰出金として６

２万円。 

  同款、同項、目１０地域生活支援事業費におきまして、電算システム修正委託として２８

０万８千円の増額補正でございます。この財源といたしましては、システム修正につきまし

ては、２分の１の国庫補助で、残りを繰越金で充てさせていただきます。 

  次に、款４衛生費、項２清掃費、目１塵芥処理費におきまして、災害廃棄物処理費として

１１６万４千円。 

  款７土木費、項２道路橋梁費、目１道路橋梁維持費におきまして、歴史文化・観光ゾーン

拠点整備ための測量設計等の費用として、１千５０７万６千円。災害時の道路補修費として、

３００万円の増額補正でございます。 

  次に、款８消防費、項１消防費、目２災害対策費におきまして、防災関連業務委託、備蓄

品等のリパックとして８１万円の増額補正でございます。これらの財源といたしましては、

繰越金を充てさせていただきます。 

  次に、歳入でございます。 

  １ページ戻っていただきまして、款１３国庫支出金、項２国庫補助金、目１民生費国庫補

助金におきまして、電算システムに係る地域生活支援事業等補助金として１４０万４千円、
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目５総務費国庫補助金におきまして、社会保障・税番号制度システム整備費補助金として２

８３万７千円の増額補正でございます。 

  次に、款１７繰越金、項１繰越金、目１繰越金におきまして、繰越金として２千４１６万

５千円の増額補正でございます。 

  最後に、補正予算書６ページを御覧ください。 

  第二表 債務負担行為補正につきまして、事項といたしましては、運営も含めた、安堵中

学校給食業務委託事業、期間は平成３０年度で、限度額を９８３万７千円といたします。 

  それでは、議案書を朗読いたします。 

 

 

  議案第３号 

平成２９年度安堵町一般会計補正予算（補正第７号）について 

 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定に基づき、平成２９

年度安堵町一般会計補正予算（補正第７号）を別紙のとおり提出する。 

 

  平成２９年１２月４日提出 

安堵町長 西本 安博 

 

 

総合政策課長（富井文枝） 続きまして、補正予算書１ページをお願いいたします。 

 

 

  議案第３号 

平成２９年度安堵町一般会計補正予算（補正第７号） 

 

  平成２９年度安堵町一般会計補正予算（補正第７号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２８，４０６千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，３８８，６５０千円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第一表 歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為補正） 
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 第２条 債務負担行為補正の追加は、「第二表 債務負担行為補正」による。 

 

  平成２９年１２月４日提出 

生駒郡安堵町長 西本 安博 

 

 

総合政策課長（富井文枝） 補正予算書２ページをお願いいたします。 

  第一表 歳入歳出予算補正。 

  歳入の部 款１３国庫支出金、項２国庫補助金、補正前の額１１４，３２７千円、補正額

４，２４１千円、計１１８，５６８千円。 

  款１７繰越金、項１繰越金、補正前の額１８０，０６４千円、補正額２４，１６５千円、

計２０４，２２９千円。 

  歳入合計 補正前の額３，３６０，２４４千円、補正額２８，４０６千円、計３，３８８，

６５０千円。 

  続きまして、３ページをお願いいたします。 

  歳出の部 款２総務費、項１総務管理費、補正前の額６２７，４２０千円、補正額２，９

４４千円、計６３０，３６４千円。 

  同款、項３戸籍・住民基本台帳費、補正前の額４６，２２２千円、補正額１，６６０千円、

計４７，８８２千円。 

  款３民生費、項１社会福祉費、補正前の額６０６，４８４千円、補正額３，４２８千円、

計６０９，９１２千円。 

  款４衛生費、項２清掃費、補正前の額２６７，２４１千円、補正額１，１６４千円、計２

６８，４０５千円。 

  款７土木費、項２道路橋梁費、補正前の額１３３，９２１千円、補正額１８，４００千円、

計１５２，３２１千円。 

  款８消防費、項１消防費、補正前の額１３０，８９０千円、補正額８１０千円、計１３１，

７００千円。 

  歳出合計 補正前の額３，３６０，２４４千円、補正額２８，４０６千円、計３，３８８，

６５０千円。 

  次の、第二表 債務負担行為補正及び事項別明細書につきましては、先ほどの説明と重複

をいたしますので、割愛をさせていただきます。 

  どうぞ、御審議、御可決のほど、よろしくお願いいたします。 
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（富井総合政策課長 降壇） 

 

議長（森田 瞳） 事務局の方で、第一表の表現が重複されて、予算書に出ているようでございます

けれども、あとでまた修正させていただくということにして、これより審議に入りたいと思

います。 

  これより、質疑を行います。 

  質疑、ございませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 質疑なしと認めます。 

  これより、討論を行います。 

  討論、ございませんか。 

 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 討論、なしと認めます。 

  これより、議案第３号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（森田 瞳） 起立、全員です。お座りください。 

  よって、議案第３号は原案のとおり、可決されました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（森田 瞳） 日程第９ 議案第４号「平成２９年度安堵町介護保険特別会計（保険事業勘定）

補正予算（補正第２号）について」を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

 

健康福祉課長（岡田眞地子） はい、議長。 
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議長（森田 瞳） はい。岡田健康福祉課長。 

 

（岡田健康福祉課長 登壇） 

 

健康福祉課長（岡田眞地子） 改めて、おはようございます。 

  健康福祉課、岡田です。どうぞ、よろしくお願いします。 

  議案第４号「平成２９年度安堵町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（補正第２

号）について」を説明させていただきます。 

  内容といたしまして、介護保険制度の改正に伴い、高額介護サービス費の見直し、介護報

酬の改定等が行われたことにより、平成２９年度中に介護保険電算システムの改修費１０８

万円が必要となります。 

  また、御存じのように、平成２８年度安堵町介護保険特別会計（保険事業勘定）決算の結

果、１千１５６万９千円の余剰金が生じましたので、安堵町介護給付費準備基金の設置、管

理及び処分に関する条例第２条に基づき、介護給付費準備基金として積み立て、第５条に基

づき、今後の介護給付費の不足が生じた場合に充当するためでございます。 

  歳入歳出、それぞれ１千２６４万９千円を追加し、歳入歳出総額がそれぞれ７億８千１９

２万７千円となります。 

  詳細につきましては、補正予算書の最後のページ、７ページをお願いいたします。 

  歳出でございますが、款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費で、電算システム修

正委託１０８万円の増額。 

  款７基金積立金、項１基金積立金、目１介護給付費準備基金積立金で、１千１５６万９千

円の増額となります。 

  この財源といたしまして、６ページをお願いします。 

  歳入で、款２国庫支出金、項２国庫補助金、目４介護保険事業補助金、４６万円と、款５

繰入金、項１一般会計繰入金、目３その他繰入金、６２万円。 

  款８繰越金、項１繰越金、目１繰越金、１千１５６万９千円でございます。 

  それでは、議案書を朗読させていただきます。 

 

 

  議案第４号 

平成２９年度安堵町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算 

（補正第２号）について 

 



26 

 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定に基づき、平成２９

年度安堵町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（補正第２号）を別紙のとおり

提出する。 

 

  平成２９年１２月４日提出 

安堵町長 西本 安博 

 

 

健康福祉課長（岡田眞地子） 続きまして、補正予算書の１ページをお願いします。 

 

 

  議案第４号 

平成２９年度安堵町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算 

（補正第２号） 

 

  平成２９年度安堵町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（補正第２号）は、

次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１２，６４９千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ７８１，９２７千円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第一表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  平成２９年１２月４日提出 

生駒郡安堵町長 西本 安博 

 

 

健康福祉課長（岡田眞地子） ２ページ、お願いします。 

  第一表 歳入歳出予算補正をお願いします。 

  歳入 款２国庫支出金、項２国庫補助金、補正前の額４０，３７１千円、補正額４６０千

円、計４０，８３１千円。 

  款５繰入金、項１一般会計繰入金、補正前の額１１５，６４０千円、補正額６２０千円、

計１１６，２６０千円。 
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  款８繰越金、項１繰越金、補正前の額３，３７８千円、補正額１１，５６９千円、計１４，

９４７千円。 

  歳入合計 補正前の額７６９，２７８千円、補正額１２，６４９千円、計７８１，９２７

千円。 

  続きまして、歳出 款１総務費、項１総務管理費、補正前の額５，０４２千円、補正額１，

０８０千円、計６，１２２千円。 

  款７基金積立金、項１基金積立金、補正前の額０円、補正額１１，５６９千円増額、計１

１，５６９千円。 

  歳出合計 補正前の額７６９，２７８千円、補正額１２，６４９千円増額、計７８１，９

２７千円でございます。 

  次のページからは、事項別明細書につきましては、先ほどの説明と重複しますので、割愛

をさせていただきます。 

  よろしく、御審議、御可決、お願い申し上げます。以上でございます。 

 

（岡田健康福祉課長 降壇） 

 

議長（森田 瞳） これより、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 質疑なしと認めます。 

  これより、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 討論なしと認めます。 

  これより、議案第４号を採決します。 

  この採決は、起立によって行います。 

  当案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 
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議長（森田 瞳） 起立、全員です。お座りください。 

  よって、議案第４号は原案のとおり、可決されました。 

  以上で本日の日程は、全部終了いたしました。 

  次の本会議は、明日５日、午前１０時開会。 

  一般質問を予定しております。 

  本日は、これで散会いたします。 

  お疲れさまでございました。 

 

 

 

散 会 

午前１１時００分 

 


